
  

 
  

◆ 学園の教育活動における写真撮影について◆ 
昨年度のことになりますが、文部科学省から学校教育活動における写真撮影の方針が通知されま

した（令和 7年 7月１日付「７文科初第９０４号」）。本学園では、その通知にしたがって「学園の

教育活動における写真撮影に関する運用指針」を定めましたのでお知らせします。なお、詳細は、

裏面を確認いただきますよう、よろしくお願いします。 

（教職員） 

・児童生徒を撮影する場合は、学園所有の機材を使用する。 

・個人所有の機材で撮影する必要がある場合は、管理職に事前に相談する。 

・児童生徒を特定できる映像は、学級通信等への掲載は可とするが、不特定多数が閲覧できる学

園通信や学園ホームページ等には掲載しない（保護者の肖像権の意向を確認する）。 

 

（保護者・家族） 

・保護者（家族）は、子の写真・動画の撮影を可とする。その際、他の児童生徒、教職員の映り込み

について配慮する。 

・個人のスマートフォンやデジタルカメラ等で撮影した児童生徒、職員の映像を、不特定多数が閲

覧できるインターネット上のホームページ・ブログ・ＳＮＳ・動画投稿サイト等にアップロードしない。 

 

（部外者） 

・写真・動画の撮影は、個人情報保護に関する問題が生じる可能性があるため禁止とする。 

・ただし、玄海町から委託された業者等、町教委や学園が許可した者の撮影は可とする。 

 

◆ 田植え体験（総合的な学習の時間）をしました ◆ 
過日（5月 7 日）、前期課程 5 年生の子ど

もたちが、田植え体験を行いました。場所は、

「浜野浦の棚田（あすぴあ管理）」です。 

まず、あすぴあにて棚田の仕組みや良さ等

の環境のお話を聞いた後、田植え体験を行い

ました。棚田には、子どもたちの楽しそうな

笑い声が飛び交っていました。 

あすぴあの皆様には、毎年お世話になって

いるとのことで、感謝するばかりです。あり

がとうございます。 

《学 園 校 訓》新・究・律・愛  
《経営ビジョン》みらいにつながる学びをひらく 
《学園教育目標》みらいをつくる ～切り拓き、リードする～ 

 

■先日の日曜日、東彼杵町で開催された「そのぎ茶市 2026」に出向いた■昨年、ひょんなことから私は東そ

のぎ特別町民として名刺を頂いた■特別町民と言っても特別なことをしているわけでもない■定期的に届くお

たよりを見て、気が向いたときに出向くくらい■特別町民の制度が、玄海町にもあったらいいなぁ（イタル） 
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